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１．海津市の交付決定額  

 令和 6 年度の本市の交付決定額は、 5,140,388 千円で令和 5 年度と比較して 9,647 千円、 0.2％増

となりました。交付決定額が増加した主な要因として、臨時財政対策債発行可能額の減により基準財

政需要額が増加しました。  

地方交付税の額の算定の特例である合併算定替は令和元年度で終了し、令和 2 年度からは一本算

定による算定となっています。  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

【Ｍｅｍｏ①】普通交付税交付決定額 

普通交付税の交付決定額は、以下の算式により決定されます。  ※ (  )内は令和 6 年度算定額  単位：千円  
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調整額  

個別算定経費  

公  債  費  

臨時財政対策債発行可能額  

 

＋ 

＋ 

 

－ 

基準財政収入額  

－ 

交付基準額  － ＝ 交付決定額  

（ 6,598,061）  

（ 167,690）  

（ 1,351,147）  

（ 34,980）  

（ 4,276,612）  

内、錯誤措置額（ -25,013）  

（ 5,146,883) (5,140,388)     

）  

（ 6,495）  

基準財政需要額  

（ 9,423,495）  

内、錯誤措置額  

（ 0）  

＝ 

地域の元気創造事業費  

＋ 

 

 

 

 

 

（ 123,236）  

人口減少等特別対策事業費  

＋ 

 

地域社会再生事業費  

（ 186,204）  

包括算定経費  

＋ 

 （ 948,818）  

地域デジタル社会推進費  

＋ 

 



 

- 2 - 

 

２．基準財政需要額の推移 

 令和 6 年度、本市の基準財政需要額（臨時財政対策債振替後、錯誤措置後）は、9,423,495 千円で、

令和 5 年度の 9,404,626 千円と比較すると、 18,869 千円、 0.2％の増となっています。  

基準財政需要額の算定において増加した費目は、「小学校費・児童数」、「こども子育て費」、「高齢

者保健福祉費・75 歳以上」で、要因として「小学校費・児童数」は、単位費用の増及び海津地域の小

学校統廃合に伴う密度補正の増、「こども子育て費」は、こども・子育て政策に要する経費の財源措

置による増、「高齢者保健福祉費・ 75 歳以上」は、後期高齢者医療保険軽減者数の増及び 75 歳以上

人口急増補正の増に伴う補正係数の増によるものです。  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

【Ｍｅｍｏ②】基準財政需要額 

基準財政需要額とは、各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するために、地方交付税法第 11 条の規定に

より算出した額です。その算定は、各行政費目に設けられた「測定単位」に必要な「補正」を加え、定められた

「単位費用」を乗じた額が基準財政需要額となり、最後に各行政費目の基準財政需要額を合算します。  
 

          ＝         ×       ×  
 

※  基準財政需要額は、各団体の支出の実績（決算額）や予算額ではありません。  

地方交付税は、各団体の財源不足額を衡平に補てんすることを目的として交付されるものですので、仮に具

体的な実績額をその財政需要の算定に用いることとすれば、個別の事情や独自の判断に基づいて行われる

ものを取り入れることとなり、不公平な結果となります。  

したがって、基準財政需要額は、団体における個々具体的な財政支出の実態を捨象して、その団体の自然

的・地理的・社会的諸条件に対応する合理的かつ妥当な水準における財政需要として算定されます。  

  

例）本市の道路橋りょう費（延長）の基準財政需要額（海津市一本算定）  令和 6 年度と令和 5 年度比較  

   令和 6 年度   ＜測定単位①＞     ＜補正係数②＞    ＜単位費用＞     ＜需要額＞  

          1,132km   ×   1.364     ×   188,000 円   ＝    290,272 千円  

令和 5 年度   ＜測定単位①＞     ＜補正係数②＞    ＜単位費用＞     ＜需要額＞  

          1,134km   ×   1.374     ×   189,000 円   ＝    294,462 千円    

 

※①×②＝測定単位未満四捨五入  

補正係数：普通態容補正、投資補正、事業費補正の計  
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３．公債費 

 令和 6 年度、本市の普通交付税算定上における公債費の需要額は、 1,351,147 千円で、令和 5 年度と

比較し、 -12,894 千円、 0.9％の減となっています。  

 主な要因は、財源対策債償還費が -3,902 千円、 38.6%の減、臨時財政対策債償還費が -52,967 千円、

7.6％の減となり、いずれも償還額が新規借入額を上回ったことによるものです。  

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ③】地方債の交付税措置 

 地方債の交付税措置には大きく分けて、事業費補正係数を算出するための理論算入方式と元利償還金をもとに

需要額を算出する実額算入方式があります。  

 本市の算定において理論算入されている主な地方債には、道路橋りょう費の臨時地方道路整備事業債、小学校費

の義務教育施設整備事業債、下水道費の下水道事業債、清掃費の一般廃棄物処理施設整備事業債等があります。  

 実額算入方式によって交付税措置される地方債には、災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、合

併特例債等があります。また、地方債ごとに単位費用（元利償還金に対する算入率）が異なります。災害復旧費

が最も高く、 1,000 円に対して 950 円（算入率： 95％）で、合併特例債償還費は 700 円（算入率： 70％）などと

なっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,000,000

1,200,000

1,400,000

R2 R3 R4 R5 R6

1,251,413 

1,313,471 1,317,711 

1,364,041 1,351,147 

千円

公債費の需要額の推移



 

- 4 - 

 

４．基準財政収入額の推移 

令和 6 年度、本市の基準財政収入額（錯誤措置後）は、 4,276,612 千円で、令和 5 年度と比較し

て、 2,727 千円、 0.1％の増となっています。主な要因としては、令和 6 年度及び令和 7 年度に限り

創設された定額減税減収補てん特例交付金（ 104,722 千円）の皆増により増加しました。  

                     

 

 

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ④】基準財政収入額 

  基準財政収入額とは、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、地方交付税法第 14 条の規定によ

り算定した額です。具体的には、標準的な税収入の一定割合により算定された額です。  

           ＝           ×       ＋  

  ○  基準財政収入額のうち、地方税に関する部分については、標準税率に算入率を乗じて算定しています。  

   （したがって、団体が超過税率若しくは軽減税率を採用している場合も標準税率を用いて算定しています）  

  ○  算入率を用いているのは、団体の自主性、独立性を保障し、自主財源である地方税の税源のかん養に対す

る意欲を失わせないようにするためです。  

  ○  算入率： 75％  ～  地方税、税交付金、市町村交付金、地方特例交付金（減収補てん）  

    算入率： 100％  ～  税源移譲相当額（個人住民税）、税率引上げによる増収分（地方消費税交付金）、  

地方譲与税、交通安全対策特別交付金  

  ○  交付税対象外  ～  法定外普通税、入湯税、都市計画税、水利地益税、法定外目的税  

  ○  基準財政収入額は、標準的な地方税収入等を算定するものであり、課税実績とかい離が生じても精算は行

われませんが、一部の税目については特例として精算制度が設けられています。これは、税収が景気の変

動等を敏感に受け、年度ごとの額の変動が大きく、算定額と課税実績額との間に著しく格差が生じること

等があるため、その算定結果において地方公共団体の財政運営に与える影響を考慮して、精算又は減収補

てん債により、算定額と実績額の差が是正されます。発行された減収補てん債については、当該年度の実

績額に加算（ 75％）し、精算額から控除されるとともに、元利償還金は後年度基準財政需要額に算入され

ます。  
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５．臨時財政対策債発行可能額の推移  

  令和 6 年度、本市の臨時財政対策債発行可能額は、34,980 千円、令和 5 年度と比較して、-38,431

千円、 52.4％の減となっています。  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ⑤】臨時財政対策債 

 ○平成 12 年度まで：地方交付税交付額の財源不足を交付税特別会計借入金により措置し、その償還を国と地方  

           が折半して負担  

  平成 13 年度から：財源不足のうち、建設地方債（財源対策債）の増発等を除いた残余を国と地方が折半して  

補てん  

・国負担分   国の一般会計からの加算により補てん措置  

・地方負担分  地方財政法第 5 条の特例となる地方債（「臨時財政対策債」）により補てん  

措置  

 ○臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入  

 ○臨時財政対策債は、投資的経費以外の経費にも充当可能（赤字地方債）  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ⑥】実質的な交付税額 

  臨時財政対策債は地方債の一種で、普通交付税として交付するべき財源が不足した場合に普通交付税の交付

額を減らして、その穴埋めとして該当する地方公共団体自ら地方債を発行するものです。  

形式的には、その自治体が地方債を発行する形をとりますが、償還に要する費用は、後年度の普通交付税で

措置されるため、普通交付税の代替財源とみて差し支えありません。つまり、交付決定額と臨時財政対策債発

行可能額が、実質的な地方交付税であると考えられます。  

  令和 6 年度、本市の実質的な交付税額は 5,181,863 千円で、令和 5 年度と比較し、 -2,273 千円、 0.04％の減

となっています。  
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６.財政力指数の推移  

  令和 6 年度の普通交付税算定の結果、財政力指数は 0.455 となり、令和 5 年度と比較して 0.003 ポ

イントの増となりました。  

   

 
※再算定があった年度は再算定後、錯誤措置後による  

     

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ⑦】財政力指数 

 財政力指数とは、全国の地方公共団体の財政力を同じ尺度で測るための指数で、普通交付税上の基準財政収入

額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値です。  

例えて言うと、ある団体が、標準的な税制による歳入で標準的な歳出を賄える比率を過去 3 年間平均したもの

です。この数字が「 1」を越えていれば、その団体は、自分の団体の標準的税収などで標準的な行政運営を行う財

政力を有していることになります。  
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７．地方交付税総額の推移  

令和 6 年度の地方交付税の総額（いわゆる「出口ベース」）は、18 兆 6,671 億円で、前年度と比較

し、 3,060 億円、 1.7％の増となっています。  

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------------  

【Ｍｅｍｏ⑧】交付税総額 

 交付税総額は、地方財政計画を通して決まります。  

○令和 6 年度地方財政計画  歳 出 歳 入 額： 93.64 兆円（前年度比： 1.7％増）  

              地方交付税額： 18.67 兆円（前年度比： 1.7％増）  

 

        ＜地方財政計画＞                  ＜各団体の普通交付税算定＞  

 

 

 

 

 

 

                              ①交付税総額を配分するため基準財政需要額  

                               の算定の基準（単位費用、測定単位、補正  

                               係数）を毎年改定  

                              ②算定基準により各自治体の基準財政収入と  

                               基準財政需要を算定して普通交付税を配分  

 

①団体 (47 都道府県、約 1,700 市町村 )の歳出  

  歳入を見込み、歳出歳入ギャップを見積る  

 ②歳出歳入ギャップを補てんするため、法定税  

  率分（※）に加え一般会計からの特例加算等  

  を行って交付税を増額  ⇒  交付税総額の決定  
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※普通交付税法定税率  

・所 得 税 収： 33.1％  

・法 人 税 収： 33.1％  

・酒 税： 50％  

・消 費 税 収： 19.5％  

・地方法人税： 100％  
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８．令和６年度普通交付税算定のポイント 

（１）こども子育て費の創設  

こども・子育て政策に係る基準財政需要額の算定をより的確なものとするため、測定単位を「 18

歳以下人口」とする新たな算定費目「こども子育て費」を創設。  

同費目において、「こども未来戦略」等に基づく地方公共団体の取組に係る財政需要と既存の算

定費目のうち、こども・子育て政策に係る部分を統合し、一括して算定。  

人口に占める 18 歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を実施。  

 

（２）給与改定及び会計年度任用職員への勤勉手当支給に係る対応  

令和 5 年人事委員会勧告に伴う給与改定に要する経費や、会計年度任用職員への勤勉手当の支

給に要する経費を算定。  

 

（３）物価高への対応  

学校、福祉施設、図書館、文化施設など地方公共団体の施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学

校給食など地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ地方財政計画において

計上された 700 億円を算定。  

 

（４）能登半島地震の影響を踏まえた特例  

能登半島地震の影響を踏まえ、以下の特例措置を講じる。  

 ・児童・生徒数の減少を踏まえた特例  

 ・市町村民税法人税割に係る特例  

 ・ゴルフ場利用税及びゴルフ場利用税交付金に係る特例  

 

（５）定額減税に伴う地方特例交付金の創設  

定額減税による地方公共団体の減収を補塡するため、定額減税減収補塡特例交付金を創設する

とともに、交付額の 75%を基準財政収入額に算入。  

 

（６）基準財政収入額の増加  

道府県分、市町村分ともに、主に以下の税目等において基準財政収入額が令和 5 年度算定から

増加。  

道府県分・・・法人事業税、特別法人事業譲与税、定額減税減収補塡特例交付金  

市町村分・・・固定資産税、定額減税減収補塡特例交付金  

 

 

 


